
令和 5 年度  

認知症対応型共同生活介護 

グループホーム たんぽぽ 

事業計画 

 
 

1、法人基本理念 

「のんびり」 「一緒に」 「楽しみながら」 

  

2、基本方針 

入居者様お一人お一人が、ご自分のペースでゆったりと過ごして頂き、入居者様や職員そして施設

にかかわる全ての方々と沢山の笑顔の時間を共有できる施設を目指します。 

 

3、 援助方針 

入居者様の「楽しい」「嬉しい」と思える瞬間を大切に、住み慣れた地域で安心して生活が送れるよ

うに支援します。 

 

4、 令和 5 年度の重点目標 

（1）職員のスキルアップ 

（2）感染予防対策の強化 

（3）災害に強い施設作りへの取り組み 

 

5、支援内容 

（1）職員のスキルアップ 

  ・いつでも自由に活用できる「お茶の水ケアサービス学院株式会社」やたんぽぽ勉強会等、 

   学びの機会を提供します。 

  ・日々の業務について振り返る機会を作ります。 

      ・入居者のケアや業務について「私たちに何が出来るか？」話し合う機会を持ち、情報や考えを 

共有します。 

（2）感染予防対策の強化 

・感染対策委員会による感染症対策マニュアルや BCP の作成を行ない職員に周知します。 

・専門の外部講師を招き年 2 回の勉強会（シミレーションを含む）を行ないます。 

・入居者様の健康状態を常に留意し、体調の変化を見逃さない様にします。 

・職員は日々の健康管理を行ない出勤時は検温を行ないます。 



（3）災害に強い施設作りへの取り組み 

      ・自然災害に備え BCP の作成を行ない職員に周知します。 

      ・自主訓練を含め、年間 2 回の訓練を行ないます。 

      ・地域の避難訓練や行事に参加し、より地域との交流がもてる様にします。 

      ・毎月、館内及び周辺の消防設備等の自主点検を行ないます。 

      ・専門業者による定期的保守点検の実施。 

（非常通報装置・火災報知機・スプリンクラー・その他の自動制御装置） 

 ・夜間を想定した訓練を行ないます。 

 ・非常食の管理を行ないます。 

 

7、職員会議・委員会・職員研修 等について 

（1）職員会議 

      ・業務に関する課題の話し合いや情報の共有、確認を行ないます。 

・新規入居等ケアについての話し合いはユニット会議にて行います。 

（2）委員会 

① 環境美化委員会 

・ 施設内外の美化に努め、安全・快適に過ごせるようにします。 

・ エアコンの掃除や施設周辺の草引き等季節を考慮し年間計画を作成します。 

 

② 満足度向上委員会 

・入居者様が楽しみを持った生活が送れる様、余暇時間の過ごし方の提案や家族・地域を交え地域 

貢献や施設への理解が得られる様視野を拡げた行事計画を作成します。 

・行事を行なう際は計画・報告書を提出します。 

       ・四季折々を感じられる生活が出来る様に取り組みます。 

        

③ 研修担当 

        ・スタッフ研修会の年間計画を作成し実施します。 

        ・計画に基づき全スタッフへの周知を行い実施します。 

        ・研修実施時は、講師の依頼・参加者の把握・資料等のファイルを行ないます。 

 

④ 身体拘束適正化委員会 

・年 2 回の職員研修を行ないます。 

・3 ヶ月に 1 回委員会を開催します。（対象者発生時には臨時委員会を開催します） 

         

⑤ 虐待防止委員会 

・年 2 回の職員研修を行ないます。 

・3 ヶ月に 1 回委員会を開催します。（対象者発生時には臨時委員会を開催します） 

 

 



⑥ブランド・SNS 担当 

       ・ ブログ Facebook Instagram に定期的にアップを行ないます。 

         （内容については、細心の注意をはらうとともに、介護の仕事の素晴らしさ、 

法人やたんぽぽの良い所が伝わる内容にします） 

       ・ たんぽぽ通信の作成を年４回行います。 

       ・ ライン登録されている家族様に定期的に入居者様の近況をご報告します 

 

    ⑦感染症衛生管理委員会 

       ・BCP の作成、指針の整備やマニュアルの見直しを行ないます。 

       ・年２回の研修、訓練（シュミレーション）を行ないます。 

・流行時の一時的な感染予防に留まらず、年間を通し感染予防に繋がる対策の実行を 

継続出来る様にします。 

・6 ヶ月に 1 回委員会を開催します。 

 

    ⑧非常災害対策担当 

       ・年間防災計画の作成と訓練を実施します。 

       ・定期点検と非常用品の管理を行ないます。 

       ・BCP 作成、マニュアルの見直しを行ないます。 

       ・6 ヵ月に 1 度会議を行ないます。 

       ・年 2 回訓練を行ないます。 

（3）職員研修  

    ① 認知症専門施設職員としての専門性を自覚すると共に、求められる良質のサービス提供が出来る様 

計画に基づき学習の機会を設け基本的姿勢や技術・心構え等を学び成長できるようにします。 

② 職員が勤務時間内に法人で行なわれる研修に参加できる機会を提供します。 

③ 施設内研修では、感染症予防の観点から ZOOM や自宅学習など、幅広い研修方法を活用します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 5年度 グループホームたんぽぽ 研修・委員会計画 
 

 

月 
開催

日 
研修・訓練 委員会 

4    

5  身体拘束適正化・虐待防止について① 
身体拘束適正化委員会 

虐待防止委員会 

6  防災訓練①  

7  感染症について①  

8  倫理及び法令遵守  

9  身体拘束適正化・虐待防止について② 

身体拘束適正化委員会 

虐待防止委員会 

感染症衛生管理委員会 

10  防災訓練②  

11  感染症について②（シミレーションあり）  

12  入居者のプライバシーの保護の取り組み 
身体拘束適正化委員会 

虐待防止委員会 

1  事故の発生防止・再発防止  

2  認知症ケアの理解  

3  次年度事業計画について 

身体拘束適正化委員会 

虐待防止委員会 

感染症衛生管理委員会 

 


